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　平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年９月30日で３年が経過します。厚生労働省並びに
群馬労働局では、施行後３年を迎えるにあたり、労働者派遣の受入れが適正に行われるよう、改めて
以下の点について確認を呼び掛けています。

派遣先の皆様へ
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